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(57)【要約】
【課題】構造が簡単であり、従来は難しいと考えられて
いた被展開物の設置場所でも容易且つ適切に広げること
ができる被展開物の展開具を提供すること。
【解決手段】弾性に富む細い棒状体の端部同士を結合す
ることで折れのないループ状に形成され、折れのない曲
げ形態で折り畳み可能なループ状骨枠１０と、そのルー
プ状骨枠１０に張られて共に折り畳み可能に設けられた
網状やシート状等の被展開物２０とを具備する。被展開
物２０に固定されて設けられた複数の筒状体及び／又は
リング状体に、ループ状骨枠１０が挿通された状態で、
被展開物２０がループ状骨枠１０に張られている。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　弾性に富む細い棒状体の端部同士を結合することで折れのないループ状に形成され、折
れのない曲げ形態で折り畳み可能なループ状骨枠と、
　該ループ状骨枠に張られて共に折り畳み可能に設けられた網状やシート状等の被展開物
とを具備することを特徴とする被展開物の展開具。
【請求項２】
　前記被展開物に固定されて設けられた複数の筒状体及び／又はリング状体に、前記ルー
プ状骨枠が挿通された状態で、前記被展開物がループ状骨枠に張られていることを特徴と
する請求項１記載の被展開物の展開具。
【請求項３】
　前記ループ状骨枠が、多重のループ状に折り畳み可能であることを特徴とする請求項１
又は２記載の被展開物の展開具。
【請求項４】
　前記被展開物に、複数の鳩目が設けられていることを特徴とする請求項１～３のいずれ
かに記載の被展開物の展開具。
【請求項５】
　前記被展開物に、前記ループ状骨枠によって張られた状態に保持される部分より大きく
設けられた延長部があることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の被展開物の展
開具。
【請求項６】
　前記被展開物が、方形に設けられていることを特徴とする請求項５記載の被展開物の展
開具。
【請求項７】
　前記延長部が、下方へ垂れ下がって側周を覆う垂れ部として設けられていることを特徴
とする請求項５記載の被展開物の展開具。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この考案は、防鳥網具、防虫網具、防獣網具、防霜シート具、防薬具、日除け具や反射
板具等に用いることができる折り畳み可能な網状やシート状等の被展開物の展開具に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、果実等の農作物にかかる防鳥や日除け等に用いられる物は、単なる網状やシート
状等の被展開物であり、その被展開物が人手によって適宜に広げられて使用されている。
　その被展開物を人手によって広げることは、果樹等の高い場所や、ぶどう棚の上などの
手が届きにくい場所では難しい場合がある。
【０００３】
　これに対して、先行技術として、傘に類似する形態によって容易に被展開物を広げる構
造の果実雨霜鳥害防護傘が提案されている（特許文献１参照）。
【特許文献１】実開昭４８－８９７３５号公報（第１頁）
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　被展開物の展開具に関して解決しようとする問題点は、単なる網状やシート状等の被展
開物はその設置場所等によって適切に広げることが難しい場合があり、先行技術のような
傘に類似する形態では構造が複雑になることにある。
　そこで本考案の目的は、構造が簡単であり、従来は難しいと考えられていた被展開物の
設置場所でも容易且つ適切に広げることができる被展開物の展開具を提供することにある
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。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本考案は、上記目的を達成するために次の構成を備える。
　本考案にかかる被展開物の展開具の一形態によれば、弾性に富む細い棒状体の端部同士
を結合することで折れのないループ状に形成され、折れのない曲げ形態で折り畳み可能な
ループ状骨枠と、該ループ状骨枠に張られて共に折り畳み可能に設けられた網状やシート
状等の被展開物とを具備する。
【０００６】
　また、本考案にかかる被展開物の展開具の一形態によれば、前記被展開物に固定されて
設けられた複数の筒状体及び／又はリング状体に、前記ループ状骨枠が挿通された状態で
、前記被展開物がループ状骨枠に張られていることを特徴とすることができる。
　また、本考案にかかる被展開物の展開具の一形態によれば、前記ループ状骨枠が、多重
のループ状に折り畳み可能であることを特徴とすることができる。
【０００７】
　また、本考案にかかる被展開物の展開具の一形態によれば、前記被展開物に、複数の鳩
目が設けられていることを特徴とすることができる。
　また、本考案にかかる被展開物の展開具の一形態によれば、前記被展開物に、前記ルー
プ状骨枠によって張られた状態に保持される部分より大きく設けられた延長部があること
を特徴とすることができる。
【０００８】
　また、本考案にかかる被展開物の展開具の一形態によれば、前記被展開物が、方形に設
けられていることを特徴とすることができる。
　また、本考案にかかる被展開物の展開具の一形態によれば、前記延長部が、下方へ垂れ
下がって側周を覆う垂れ部として設けられていることを特徴とすることができる。
【考案の効果】
【０００９】
　本考案の被展開物の展開具によれば、構造が簡単であり、従来は難しいと考えられてい
た被展開物の設置場所でも容易且つ適切に広げることができるという特別有利な効果を奏
する。
【考案を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本考案に係る被展開物の展開具の最良の形態例を添付図面（図１～５）に基づい
て詳細に説明する。
　図１は本考案に係る被展開物の展開具の形態例を示す平面図である。図２は被展開物の
展開具の折り畳み形態を示す平面図である。図３は被展開物の展開具の使用例を説明する
斜視図である。図４は被展開物の展開具の他の使用例を説明する斜視図である。図５は被
展開物の展開具の他の形態例を説明する斜視図である。
【００１１】
　１０はループ状骨枠であり、弾性に富む細い棒状体の端部同士を結合することで折れの
ないループ状に形成され、折れのない曲げ形態で折り畳み可能に設けられている。
　このループ状骨枠１０としては、グラスファイバーが入ったプラスチックである繊維強
化プラスチック（ＦＲＰ）によって形成された弾性に富む棒状体を用いればよい。この棒
状体の太さは、例えば３～６ｍｍ程度のものを利用できる。また、ＦＲＰに限定されるも
のではなく、例えば、形状記憶合金の棒状体を用い、その超弾性を利用してもよい。
【００１２】
　２０は被展開物であり、ループ状骨枠１０に張られて共に折り畳み可能に設けられた網
状やシート状等の広げた状態で平面的な薄物材である。
　網状の被展開物２０としては、防鳥、防虫、防獣等に用いられる網材がある。また、シ
ート状の被展開物２０としては、防霜、雹除け、日除け、保温、光反射等に用いられるシ
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ート状のものがある。このシート状の被展開物２０には、通気性のある布状のものや、通
気性のないフィルム状のものが含まれる。
【００１３】
　ループ状骨枠１０は、図２に示すように、多重のループ状に折り畳み可能であるように
、その大きさを設定すればよい。
　なお、ループ状骨枠１０と共に被展開物２０を折り畳む方法は、図２に示すように、先
ずループ状骨枠１０を８の字に捩り、その後で形成された小さなループ同士を合わせるよ
うにさらに捩ればよい。
　ところで、ループ状骨枠１０の展開時の形状は、ループ状であれば良く、図１に示すよ
うに、方形に沿って直線的な部分を含むような形態となるように被展開物２０に止められ
た状態であってもよい。ループ状骨枠１０は柔軟性があって、その形状は容易に変化でき
る。従って、ループ状骨枠１０は、その展開時の形状が、真円となるように被展開物２０
に止められてもよいし、図１のように変形された状態に被展開物２０に止められてもよい
。
【００１４】
　このように形成された被展開物の展開具によれば、ループ状骨枠１０が弾性に富むため
、折り畳まれたものは、元の大きなループ状に戻ろうとする。これは、ループ状骨枠１０
が捩られることで蓄えられた応力を開放しようとするためである。これにより、小さなル
ープ状に保持するための押さえを開放した場合、ループ状骨枠１０は一気に元の形状に戻
ろうとし、その動作に伴って被展開物２０も一気に広げられる。
【００１５】
　このように本考案による被展開物の展開具よれば、小さなループ状に保持するための押
さえを開放することで一気に展開できる。このため、被展開物２０を所要の場所に容易に
設置できる。従って、作業効率を向上できる。
　また、従来においては設置が難しいと考えられていた場所でも、簡単な操作で容易に展
開して被展開物２０を設置できるという利点もある。
　例えば、果樹の高い部分や、ブドウ棚のような果樹栽培の棚の上に網を掛けるような場
合に、その作業を容易かつ適切に行うことができる。
【００１６】
　次に、被展開物２０をループ状骨枠１０に張るための手段について説明する。
　本形態例では、被展開物２０に固定されて設けられた複数の筒状体２２に、ループ状骨
枠１０が挿通された状態で、被展開物２０がループ状骨枠１０に張られている。筒状体２
２は、ループ状骨枠１０のループの形状に合わせて、被展開物２０の面上に適宜間隔を置
いて、複数が配されている。図１の形態例では、筒状体２２が、被展開物２０の８箇所に
固定されて設けられている。本考案はこれに限定されるものではなく、ループ状骨枠１０
が捩られることを許容するように、遊嵌状態に挿通されて保持されるように設けられてい
ればよい。
【００１７】
　この筒状体２２は、例えば布によって設けられ、被展開物２０に縫い付けることで固定
することができる。なお、筒状体２２の筒状の形態は、筒状体２２自体によって形成され
てもよいし、被展開物２０との間でループ状骨枠１０が挿通される形態として形成される
筒形状であってもよい。
　また、ループ状骨枠１０が挿通されて保持される形態は、前述の筒状体２２に限らず、
リング状体であってもよい。つまり、ループ状骨枠１０が、被展開物２０を張ることがで
きると共に、捩られて折り畳まれることを許容するように、遊嵌状態に挿通されて保持さ
れるように設けられていればよい。
　さらに、ループ状骨枠１０が挿通される被挿通部が本形態例のように断続的に設けられ
ていることで、ループ状骨枠１０を挿通しやすく、自由度があるため折り畳みやすい形態
になっている。
【００１８】
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　また、被展開物２０には、ループ状骨枠１０によって張られた状態に保持される部分よ
り大きく設けられた延長部２５があってもよい。被展開物２０の形状は、適宜選択的に設
定でき、ループ状骨枠１０がループ状で折れ目がないのに対して、例えば図１に示すよう
に方形に設けられてもよい。ループ状骨枠１０の外側にはみ出た部分（延長部２５）は、
ループ状骨枠１０の弾性によって張ることはできないが、被展開物の展開具を設置する際
に適宜に用いることができる。また、矩形の方形であるため、被展開物２０の材料を無駄
なく活用できる形状となっている。
【００１９】
　さらに、本形態例の被展開物２０には、複数の鳩目３０が設けられている。この形態例
では、被展開物２０の四隅と中央部に、それぞれ鳩目３０が設けられている。この被展開
物２０の四隅の鳩目３０は、被展開物の展開具を所要の位置に固定するために、紐や杭等
の固定手段を通す部分として用いることができる。さらに、被展開物２０の中央部２４の
鳩目３０は、水抜き孔や、被展開物２０を押し上げるための芯棒の先端が入る孔として用
いることができる。
【００２０】
　次に、本考案にかかる被展開物の展開具の形態例の使用例について説明する。
　本考案は、鳥除けのような網を展開するための用途に限らず、光反射シートを展開する
際に用いることもできる。これによれば、アルミ蒸着シートのように、光を好適に反射す
ると共に折り畳むことが可能な光反射シートを好適に展開できる。
　そして、ループ状骨枠１０によって被展開物２０を張った状態で保持できるから、図３
に示すように、木等に紐で吊るして使用することも可能である。
【００２１】
　また、図４に示すように、本考案にかかる被展開物の展開具は、苗床等の地面を適宜に
覆う部材として活用することも可能である。ループ状骨枠１０のバネ性によって、トンネ
ル状の形態を保持することが可能であり、容易に苗床等を覆うことができる。これによれ
ば、農作業等の作業性を向上できる。
　このとき、図４に示すように、延長部２５を適宜設けておけば、その延長部２５によっ
てトンネル状の端部を適切に覆うこともできる。また、被展開物２０に適宜に鳩目３０を
設けておくことで、例えば杭４０によって、被展開物の展開具を適切に地面に固定できる
。
　なお、４２は保形用紐であり、被展開物の展開具がトンネル状の形状に維持されるよう
に、その端部同士を結んでいる。
【００２２】
　また、図５に示すように被展開物２０の延長部が、下方へ垂れ下がって側周を覆う垂れ
部２６として設けられていてもよい。
　これによれば、本考案にかかる被展開物の展開具によって、設置場所の上面のみでなく
、その周側面を好適に覆うことができる。従って、被展開物の展開具にかかる覆い材とし
ての機能性を向上させることができる。
【００２３】
　以上、本考案につき好適な形態例を挙げて種々説明してきたが、本考案はこの形態例に
限定されるものではなく、考案の精神を逸脱しない範囲内で多くの改変を施し得るのは勿
論のことである。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本考案に係る被展開物の展開具の形態例を示す平面図である。
【図２】被展開物の展開具の折り畳み形態を示す平面図である。
【図３】被展開物の展開具の使用例を説明する斜視図である。
【図４】被展開物の展開具の他の使用例を説明する斜視図である。
【図５】被展開物の展開具の他の形態例を説明する斜視図である。
【符号の説明】
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【００２５】
　１０　ループ状骨枠
　２０　被展開物
　２２　筒状体
　２５　延長部
　２６　垂れ部
　３０　鳩目

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】
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